
一

株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
十
項
の
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
中
堅
事
業
者
、
中
小
企
業
者
そ
の
他
の
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第

二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
の
総
額
又
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
を
勘
案
し
て
大
規
模
な
事
業
者
と
し
て
政
令
で

定
め
る
事
業
者
（
再
生
支
援
に
よ
る
事
業
の
再
生
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
、
当
該
事
業
者
の
業
務
の
み
な
ら
ず
地
域
に
お
け

る
総
合
的
な
経
済
活
動
に
著
し
い
障
害
が
生
じ
、
地
域
経
済
の
再
建
、
地
域
の
信
用
秩
序
の
維
持
又
は
雇
用
の
状
況
に
甚

大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
主
務
大
臣
が
認
め
る
も
の
を
除
く
。
）

第
三
十
三
条
第
三
項
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
十
五
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
七
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
二
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で



二

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
第
二
項
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
中
「
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
」
を
「
旧
法
」

に
、
「
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
新
法
」
に
改
め
、

同
項
を
附
則
第
三
項
と
す
る
。

附
則
第
一
項
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
一
項
を
加
え
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規

定
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
日
以
後
に
新
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
支
援
の
申
込
み
を
す
る

事
業
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
（
以
下
「
旧
法
」
と

い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
支
援
の
申
込
み
を
し
た
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


